
務。
シ
チ
ハ
ラ
七
原

務。シ
チ
ヒ
ヤ
ヲ
ポ
ウ
七
百
坊

金
神
髄
附
問
の
裂

で
、
滞
政
中
は
前
凶
近
江
守
の
下
邸
で
あ
っ
た
。
元

般
の
頃
の
地
闘
に
、
此
の
地
を
七
百
歩
下
屋
敷
と
記

載
す
る
か
ら
、
七
百
坊
は
七
百
歩
の
呼
び
談
り
で
あ

る
。
延
資
金
探
闘
に
は
、
此
の
附
近
が
街
悶
畠
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
後
に
下
屋
放
と
な
っ
た
も
の
で
あ

ら
う
。
膝
滞
後
悉
く
家
屋
を
段
ち
、
凹
品
と
な
っ
て

鹿
島
郡
青
田
保
に
臨
す
る
部

門
橋
か
ら
金
谷
出
丸
に
迎
行
す
る
門
で
、
間
，
丸
の

郭
外
な
る
惣
円
で
あ
り
、
市
怖
の
諸
士
で
も
一
定
の
資

悼
刑
者
の
外
は
泊
行
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
叉
七
十
削

長
屋
と
も
い
ふ
。
凶
邸
昌
披
問
答
に
七
十
凶
長
屋
は

甚
右
衛
門
坂
の
下
に
あ
る
と
記
さ
れ
る
。
長
屋
の
聞

に
門
を
設
け
た
腕
前
多
門
遣
で
、
七
十
聞
と
い
ふ
は

そ
の
長
さ
で
あ
る
。

シ
チ
シ
ヨ
セ
イ
ギ
七
害
正
義
八
畑
。
捌
軍
努

唱
。
兵
法
七
誌
の
註
併
で
あ
る
。

シ
チ
ダ
イ
ヂ
七
大
寺
↓
チ
ユ
ウ
グ
ウ
ハ
チ
イ

Y

中
宮
入
院
。

シ
チ
主
力
コ
ン
ヤ
七
高
紺
屋

血
路
記
に
『
七

一
一
品
紺
屋
と
て
近
年
迄
仁
随
寺
前
に
居
住
し
‘
今
は
大

仰
掌
と
い
ふ
鉱
工
と
な
り
、
七
一品
展
中
三
郎
と
い
へ

り。
』
と
あ
る
。
七
高
屋
は
も
と
組
中
に
佐
L
、
寺山岡

崎
怖
の
利
也
に
よ
り
天
文
什
三
年
次
郎
紺
屋
三
郎
九

郎
の
跡
峨
を
制
約
し
た
も
の
で
、
天
正
中
に
も
向
そ

の
凶
に
居
た
が
、
後
金
制
聞
に
捗
っ
て
安
江
木
町
に
佐

し
、
更
に
仁
随
寺
町
に
轄
じ
た
の
で
あ
る
。

シ
チ
ノ
七
野
河
北
郡
井
上
庄
に
臨
す
る
部
話
。

源
平
服
装
把
に
見
え
る
附
旧
日
は
即
ち
是
で
あ
ら
う
0

4

シ
ゲ
ノ
閑
野
。

シ
チ
ハ
ラ
七
原

石
川
柳
中
央
郷
に
幽
す
る
郎

シ
チ

シ
チ
ポ
ヲ
七
木

加
賀
滞
で
は
、
林
木
保
護
に

闘
し
て
限
法
を
設
け
た
が
、
そ
の
最
も
早
く
文
献
に

見
え
た
の
は
、
町民長」
l

八
年
二
且
前
凶
利
協
が
、
江

川
山
市
九
谷
村
の
山
に
於
い
て
松

・
梨
容
の
伐
傑
を
禁

止
し
た
郁
で
あ
ら
う
。
又
元
利
元
年
四
且
に
も
能
資

の
七
尾
城
山
の
木
を
伐
る
こ
と
を
禁
止
し
た
り
し
て

ゐ
る
が
、
此
等
は
何
れ
も
地
域
を
限
定
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
然
る
に
笠
元
利
二
年
七
且
能
習
に
下
し
た

定
書
に
初
め
て
松
・
杉
・曲目
・槻
・栂
・架
・様
の
伐
採
に

制
限
を
加
へ
て
、
所
別
七
木
の
制
の
極
的
を
鋸
し
、

陵
安
五
年
に
そ
の
制
研
刊
を
松
・杉
・楠
・
柿
・
槻
・
制
菓

に
改
め
、
加
到
に
在
。
て
は
寛
文
六
年
、
松
・
杉
・槻
・

桐
・桜
・
底
伯
の
六
都
と
し
た
。
後
又
臨
限
三
年
七
木

の
鮒
を
改
め
、
加
賀
・能
程
・
越
中
を
通
じ
て
、
松
・

杉
・摘

-m・
栂
・
槻
・
崎
竹
と
し
た
。
是
等
は
滞
有
林

た
る
と
民
有
林
た
る
と
に
狗
ら
ず
‘
容
易
に
伐
採
を

許
さ
れ
ぬ
。
百
姓
持
林
の
七
木
に
し
て
伐
採
の
許
可

を
得
た
る
時
は
筏
印
を
受
け
、
伐
採
の
後
新
た
に
七

木
の
簡
を
納
航
す
る
を
裂
し
た
。
若
し
極
印
な
く
し

て
伐
採
し
た
百
姓
持
林
の

七
木
を
渡
見
さ
れ
た
時

は
、
之
を
明
日
収
し
て
入
札
に
附
し
、
字
額
を
都
中
の

蓄
積
に
供
し
、
牢
額
を
告
波
書
自
に
下
附
せ
ら
れ
た
。

H
h
の
名
の
み
が
時
間
っ
た
。

シ
チ
フ
タ
ジ
ン
ヤ
マ
七
超
神
山

金
持
衆
六
聞

の
東
方
山
水
の
上
に
架
け
ら
れ
た
戸
室
石
町
舗
を
、

今
は
玩
且
械
と
い
う
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
渡
っ
た
向
か

う
の
築
山
を
七
百刷榊
山
と
も
、

一
に
翻
椋
山
と
も
名

づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
幾
つ
も
の
石
が
配
置

せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
袋
の
如
き
形
の
も
の
が
布

袋
、
琵
琶
の
絞
な
の
が
排
才
天
、
長
い
の
が
縞
品
開
問時

と
い
ふ
風
に
一
々
見
立
て
た
も
の
で
、
石
炉
問
駒
山
ま
で

が
地
白
形
を
し
て
毘
沙
門
天
の
一
役
を
的
岱
し
て
ゐ

る。

シ
チ
メ
ン
シ
ョ
ウ
ヂ
七
面
小
路

金
保
卯
辰
迩

提
寺
の
前
泌
ふ
り
か
ら
お
諮
問
へ
出
る
逝
で
あ
る
O

抽出

処
寺
の
七
而
大
芳
臨
が
統
行
し
た
同
掛
か
ら
の
名
稽
で

あ
る
が
、
今
は
高
道
町
に
臨
し
て
ゐ
る
。

シ
チ
メ
ン
マ
ツ
リ
七
函
祭

日
蓮
宗
で
信
仰
す

る
七
聞
大
害
践
の
祭
躍
は
、
一
語
政
時
代
に
正
五
九
且

の
十
九
日
に
所
々
の
寺
院
で
行
は
れ
た
。
特
に
金
持

卯
辰
誠
一
覧
寺
の
七
商
祭
は
有
名
で
、
正
徳
近
年
三
箇

産
出
版
の
六
用
銀
に
も
九
且
十
九
日
市
出
先
寺
七
而
祭

と
載
せ
ら
れ
る
。
叉
用
羽
咋
郡
柴
垣
で
は
そ
れ
を
品
川
識

の
守
秘
耐
と
し
、
今
も
七
且
十
九
日
に
長
手
島
の
七

商
嗣
前
で
、
魚
踊
・相
撲
な
ど
を
行
ふ
。

ジ
チ
ユ
ウ
寺
中

石
川
郡
大
野
庄
に
臨
す
る
部

族
。
郷
村
名
義
抄
に
、
佐
古
佐
那
武
明
耐
の
祉
備
が

住
ん
で
倍
た
加
で
あ
る
か
ら
寺
中
と
い
う
た
と
記

し
、
組
尼
記
に
、
音
は
多
〈
の
寺
が
あ
っ
た
と
見
え

て
、
た
わ
ら
坊
・
慈
悲
寺
等
の
宰
が
治
っ
て
ゐ
る
と

あ
る
。ジ

チ
ユ
ウ
ノ
ノ
ウ
寺
中
の
能

慶
長
五
年
前
回

利
長
は
山
口
・

丹
羽
二
氏
と
戦
う
て
勝
っ
た
が
、
後

百
姓
居
屋
敷
又
は
畑
昨
に
生
ず
る
も
の
は
、
百
姓
垣

根
七
木
又
は
畑
問
七
木
と
い
う
て
、
そ
の
取
扱
を
百

姓
持
林
の
七
木
に
M
m
じ
た
。
安
永
中
能
楽
部
の
農
民

は
毎
年
銀
三
賞
五
百
目
の
辺
上
に
よ
り
て
、
垣
根
七

木
及
び
畑
町
七
木
の
自
由
伐
採
を
訪
う
た
時
、
務
は

之
を
許
し
た
が
、
街
槻
・
樫
の
こ
穫
を
解
除
し
な
か

っ
た
。

シ
チ
ホ
ン
ス
ギ
七
本
杉

文
政
・天
保
の
交
、寺

島
鋭
の
時
間
に
務
政
を
論
じ
た
頃
、
多
出
問
賂
左
一
郎
・

坂
訓
小
右
衛
門
・山
本
中
務
・
岩
間
内
減
助
そ
の
他
二

人
と
共
に
、
皆
目
出
川
問
の
志
士
中
一
頭
地
を
抑
〈
も
の

と
し
て
認
め
ら
れ
、
時
人
は
こ
れ
を
七
本
杉
と
群
し

た。

チ 九
年
八
且
六
日
附
で
、
石
川
榔
寺
巾
村
の
佐
那
武
明

利
即
ち
大
野
挺
榊
枇
に
、
『
今
附
出
合
戦
勝
利
之
総
報

築
、
能
m
R
榔
小
松
趨
健
在
候
諸
備
を

U
、
寺
中
さ
ら

た
け
明
抑
制
京
大
夫
と
し
て
、
』
昨
年
能
可
奥
行
候
。
』

と
の
古
而
を
奥
へ
、
制
事
能
興
行
の
例
を
聞
き
、
官地

文
五
年
に
は
氏
子
村
方
の
寄
進
に
よ
っ
て
舞
廷
を
羽

益
し
た
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
所
前
寺
中
の
能
で
、
滞

政
後
今
日
ま
で
も
締
約
し
て
ゐ
る
。
こ
の
跡
事
能

は
.
初
め
侍
依
入
且
十
五
日
に
於
い
て
す
る
例
で
あ

っ
た
が
、
点
平
二
年
以
後
四
且
J
I
五
日
に
改
め
た
。

能
大
夫
は
先
に
諸
般
民
事
ら
之
を
勤
め
た
が
、
延期
H

五
年
務
侯
が
諸
橋
喜
太
夫
〈
初
名
市
十
郎
〉
を
江
戸
に

伴
う
た
か
ら
、
披
古
口
左
平
次
信
興
の
演
ず
る
腕
と
な

旬
、
前
後
問
脅
院
と
寺
中
の
陶
紳
郁
能
は
、
栂
ね
諸

般
方
と
披
吉
方
と
交
番
之
に
治
る
悦
例
に
な
っ
た
。

見
既
に
稜
蚊
又
は
外
附
を
設
け
る
こ
と
な
〈
、
四
民

間
出
惑
に
制
問
L
得
た
が
、
古
〈
は
様
子
村
民
の
お
に
、

観
覧
の
地
例
を
し
た
ゃ
う
で
あ
る
。
後
代
で
は
、
こ

の
際
滞
か
ら
出
張
せ
し
め
る
役
人
は
、
先
手
物
誠
二

人
・
歩
杭
目
一
人
・宮
腰
町
奉
行
及
び
町
同
心
と
L
.

宮
腹
町
制
定
腕
が
嘗
聞
の
任
に
常
り
、
舟
手
足
腕
之

を
輔
け
た
。

シ
チ
ョ
ウ
四
町

羽
同
部
品
知
院
に
印
刷
す
る
部

古
川
。
能
官
名
跡
芯
に
、
『
四
町
村
は
江
戸
土
方
氏
何
某

殿
の
領
地
也
。
四
岡
村
の
庄
屋
に
勝
凶
永
三
と
一
苫

有。

四
町
村
の
内
に
若
松
屋
と
て
、
抱
の
女
有
て
緊

昌
也
。
』
と
見
え
る
。
明
治
元
年
領
主
土
方
策
三
郎
暫

〈
こ
与
に
下
っ
て
居
住
し
た
が
、
時
間
盟
問
に
及
ん
で
去

っ
た
。

シ
チ
ョ
ウ
ガ
ハ
回
町
川

l
イ
ヒ
ノ
ヤ
マ
ガ
ハ

飯
山
川
。

シ
チ
ョ
ウ
キ
マ
チ

卯
辰
木
町
。

四
丁
木
町

↓
ウ
タ
ツ
キ
マ

六
六


